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衆
議
院
議
員
柚
木
道
義
君
提
出
薬
価
の
毎
年
改
定
及
び
消
費
税
率
引
き
上
げ
に
伴
う
改
定
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答

弁
書

一
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
薬
価
の
全
面
的
な
改
定
は
こ
れ
ま
で
通
り
二
年
に
一
度
行
う
と
い
う
政
府
の
方
針
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が

必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
薬
価
改
定
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
十
日
に
内
閣
官
房
長
官
、
内
閣
府
特

命
担
当
大
臣
（
経
済
財
政
政
策
）
、
財
務
大
臣
及
び
厚
生
労
働
大
臣
の
間
で
合
意
し
た
「
薬
価
制
度
の
抜
本
改
革
に
向
け
た

基
本
方
針
」
に
お
い
て
、
「
市
場
実
勢
価
格
を
適
時
に
薬
価
に
反
映
し
て
国
民
負
担
を
抑
制
す
る
た
め
、
全
品
を
対
象
に
、

毎
年
薬
価
調
査
を
行
い
、
そ
の
結
果
に
基
づ
き
薬
価
改
定
を
行
う
。
そ
の
た
め
、
現
在
二
年
に
一
回
行
わ
れ
て
い
る
薬
価
調

査
に
加
え
、
そ
の
間
の
年
に
お
い
て
も
、
大
手
事
業
者
等
を
対
象
に
調
査
を
行
い
、
価
格
乖
離
の
大
き
な
品
目
に
つ
い
て
薬

価
改
定
を
行
う
」
等
と
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
そ
の
後
、
「
経
済
財
政
運
営
と
改
革
の
基
本
方
針
二
〇
一
八
」
（
平
成
三

十
年
六
月
十
五
日
閣
議
決
定
。
以
下
「
基
本
方
針
二
〇
一
八
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
、
「
毎
年
薬
価
調
査
・
毎
年
薬
価
改

定
に
関
し
て
は
、
二
千
十
九
年
度
、
二
千
二
十
年
度
に
お
い
て
は
、
全
品
目
の
薬
価
改
定
を
行
う
と
と
も
に
、
二
千
二
十
一

年
度
に
お
け
る
薬
価
改
定
の
対
象
範
囲
に
つ
い
て
、
こ
の
間
の
市
場
実
勢
価
格
の
推
移
、
薬
価
差
の
状
況
、
医
薬
品
卸
・
医

一



療
機
関
・
薬
局
等
の
経
営
へ
の
影
響
等
を
把
握
し
た
上
で
、
二
千
二
十
年
中
に
こ
れ
ら
を
総
合
的
に
勘
案
し
て
、
決
定
す
る
」

等
と
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
な
お
、
基
本
方
針
二
〇
一
八
に
お
い
て
、
当
該
「
二
千
十
九
年
度
」
は
「
消
費
税
率
引
上
げ

が
予
定
さ
れ
て
い
る
年
度
」
と
、
当
該
「
二
千
二
十
年
度
」
は
「
二
年
に
一
度
の
薬
価
改
定
が
行
わ
れ
る
年
度
」
と
、
当
該

「
二
千
二
十
一
年
度
」
は
「
最
初
の
薬
価
改
定
年
度
（
二
年
に
一
度
の
薬
価
改
定
の
間
の
年
度
）
」
と
さ
れ
て
い
る
。

二
に
つ
い
て

平
成
三
十
一
年
の
消
費
税
率
引
上
げ
に
伴
う
薬
価
改
定
の
時
期
に
つ
い
て
は
、
当
該
薬
価
改
定
が
消
費
税
率
の
引
上
げ
に

伴
い
必
要
と
な
る
も
の
と
い
う
趣
旨
に
照
ら
し
て
、
関
係
者
の
意
見
等
を
踏
ま
え
、
検
討
し
て
ま
い
り
た
い
。

三
に
つ
い
て

診
療
報
酬
改
定
に
つ
い
て
は
、
平
成
元
年
の
消
費
税
導
入
時
及
び
平
成
九
年
の
消
費
税
率
引
上
げ
時
を
除
き
、
慣
例
的
に

お
お
む
ね
二
年
に
一
度
実
施
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

四
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
医
科
・
歯
科
・
調
剤
の
診
療
報
酬
改
定
が
な
い
年
の
薬
価
改
定
に
よ
り
生
じ
た
「
財
源
」
」
の
意
味
す
る
と

こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
平
成
二
十
六
年
六
月
十
七
日
の
参
議
院
厚
生
労
働
委
員
会
に
お
い
て
、
安
倍
内
閣

二



総
理
大
臣
は
、
「
言
わ
ば
薬
価
差
（
中
略
）
は
全
体
の
収
入
の
中
に
入
れ
さ
せ
て
い
た
だ
き
、
適
時
適
切
に
使
用
し
て
い
き

た
い
」
と
答
弁
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

三


